
請求事務を担当される方は、御一読ください。 

平成２６年１２月１日発行  

１  介護給付費等請求事務に関する基本講座開講のお知らせ  

 
 

平成２６年１１月からインターネット回線でも介護給付費等の請求ができるようになりました。

審査結果は、届出された請求方法により送付方法が異なります。請求方法を変更すると、審査結  

またまたやります！「ケアマネ講座」、「返戻・保留まるわかり講座」に続く 
第三弾企画！！今回はケアマネ、サービス事業所の皆様からのご意見、ご 
要望にお応えしてケアマネ向け、居宅サービス事業所向けと講座を分けて  

開講します。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

２  インターネット請求の申請に係る注意事項  

① インターネット請求を始めるために提出が必要となる
届出は、請求を希望される前月の２５日が締切となりま  
す。  
② 届出内の「変更年月」は、インターネット請求を開始
する月をご記入ください。※サービス提供月ではありません。 

３  国保中央会からのお知らせ  
平成 26 年 11 月から開始されたインターネット請求にお  
ける「事業所別審査状況一覧表」のファイル圧縮形式（ZIP 
形式）に対応した審査情報印刷プログラムが以下のダウン  
ロード用ページに掲載されました。  
※国保中央会の伝送通信ソフト以外でインターネット請求  
を行う事業所は、インストールが必要となります。  
（従来の印刷プログラムでは印刷することができませんのでご注意ください。）

＜URL＞http://www.kokuho.or. jp/kaigohelp/ver5faq/sys_dl.htm l 
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静岡県国保連合会  検索  

「ケアマネジャーのための基本講座」「居宅サービス事業所のための基本講座」開講します！ 

～給付管理票と居宅サービス明細書との突合チェックの基本的な仕組みを理解しよう～  

開催時間 ： １３：３０ ～ １６：３０ （ 受付 １３：００ ～ ） 

会   場 ： 静岡県国保会館＜別館＞３階会議室（参加費無料） 

参加申込 ： 本会ホームページ「介護保険」コーナーから「ケアマネ・居宅サービス事業所のための基本講座」 

内の参加申込書をダウンロードし、ＦＡＸにてお申込みください。 

  ＊車いすの方は別途ご連絡ください。個別対応いたします。 

定   員 ： 各回とも４０名様以内とさせていただきます。（先着順：後日、受付結果についてご回答します） 

＊席に限りがございますので、ケアマネ向け、居宅サービス事業所向け講座どちらか１回のみの参加とさせていた

だきます。また、「ケアマネジャーのための基本講座」は居宅介護支援事業所（ケアマネ）のみ、「居宅サービス事業

所のための基本講座」は、居宅サービス事業所のみ参加可とさせていただきます。 

※参加者へのお願い※ 

① 参加申込される前に、必ず本会ホームページ「介護保険」コーナー掲載の本講座資料をご確認ください。

  （資料は当日本会にてご用意いたします。） 

② 駐車場に限りがございますので、お車でのご来会はご遠慮願います。

●ケアマネジャーの為の基本講座

開催日  ： 平成２７年２月３日（火） 

  平成２７年２月５日（木） 

●居宅サービス事業所のための基本講座

開催日  ： 平成２７年２月４日（水） 

  平成２７年２月６日（金） 


